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(６) 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中間

室及び回復室からなる病棟（正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。）以外での当直

勤務を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時

間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。

２ 新生児特定集中治療室管理料２に関する施設基準

(１) 専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること。なお、当該医師のみで対応

できない緊急時には別の医師が速やかに診療に参加できる体制を整えていること。

(２) １の(２)から(５)の施設基準を満たしていること。

(３) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜

勤を併せて行わないものとすること。

３ 新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れ

た場合（超過する病床数は２床を上限とする。）であっても、他の医療機関において受入困難な

状況での緊急入院などのやむを得ない事情がある場合には、次に掲げる要件を満たす場合に限り、

新生児特定集中治療室管理料を算定できるものとする。また、常態として届け出た病床数を超え

て患者を受け入れている場合には、新生児特定集中治療室管理料を算定する病床数の変更の届出

を行うこと。

(１) 常時４対１以上の看護配置（当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該

治療室の入院患者の数が４又はその端数を増すごとに１以上であること）よりも手厚い看護

配置であること。

(２) (１)の看護配置について、常時３対１以上の看護配置（当該治療室内における助産師又は

看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上であ

ること）の基準を満たせなくなってから24時間以内に常時３対１以上の看護配置に戻すこと。

(３) 定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えておくこと。

４ 届出に関する事項

新生児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式42の２及び様式20を用い

ること。

第６ 総合周産期特定集中治療室管理料

１ 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準

(１) 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準

ア 「周産期医療の確保について」（平成２２年１月２６日厚生労働省医政局長通知）に規

定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであるこ

と。

イア 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。

ウイ 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有して

おり、当該集中治療室の広さは、１床当たり15平方メートル以上であること。また、当該

治療室に３床以上設置されていること。

エウ 帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、

医師、その他の各職員が配置されていること。

オエ 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常
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時備えていること。

(イ) 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

(ロ) 心電計

(ハ) 呼吸循環監視装置

(ニ) 分娩監視装置

(ホ) 超音波診断装置（カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。）

カオ 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液

ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。

キカ 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。

クキ 当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療

室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。

ケ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制

については、別添３の第１の１の(５)と同様である。ただし、病院勤務医の負担の軽減及

び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。

(２) 新生児集中治療室管理料に関する施設基準

ア 「周産期医療の確保について」（平成22年１月26日厚生労働省医政局長通知）に規定す

る総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。

イア 第５の１の(１)から(６)までを全て満たしていること。

ウイ 当該治療室に病床が６床以上設置されていること。

エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。当該体制につ

いては、別添３の第１の１の(５)と同様である。ただし、病院勤務医の負担の軽減及び処

遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。

２ 新生児集中治療室管理料について、届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れ

た場合（超過する病床数は２床を上限とする。）は、第５の３の規定と同様に取り扱うものであ

ること。

３ 届出に関する事項

(１) 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式42の２及び様式

20を用いること。

(２) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添７の様式13の２

を用いること。なお、毎年７月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇

の改善に資する計画の成果を評価するため、別添７の様式13の２を届け出ること。

第７ 新生児治療回復室入院医療管理料

１ 新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準

(１) 病院である保険医療機関の一般病棟における特定の治療室を単位とすること。

(２) 当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師が常時１名以上配置されていること。

(３) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ

と。ただし、当該治療室が新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と隣接しており、こ

れらの装置及び器具を新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と共有しても緊急の事態



- 9 -

に十分対応できる場合においては、この限りでない。

ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット）

イ 新生児用呼吸循環監視装置

ウ 新生児用人工換気装置

エ 微量輸液装置

オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置

カ 酸素濃度測定装置

キ 光線治療器

(４) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分

析を含む必要な検査が常時実施できること。

２ 届出に関する事項

新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準に係る届出は、別添７の様式45の２、様式

20及び様式42の２を用いること。

第８ 一類感染症患者入院医療管理料

１ 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準

当該治療室を有する医療機関は感染症法第６条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は

同法第６条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。

２ 届出に関する事項

一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９及び様式46

を用いること。

第９ 特殊疾患入院医療管理料

１ 特殊疾患入院医療管理料に関する施設基準

(１) 当該病室の入院患者数の概ね８割以上が、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、

筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲

げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、

重度の意識障害者となる。

ア 意識障害レベルがＪＣＳ(Japan Coma Scale)でⅡ－３（又は30）以上又はＧＣＳ（Glas

gow Coma Scale）で８点以下の状態が２週以上持続している患者

イ 無動症の患者（閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等）

(２) 当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時

２人以上配置されており、そのうち１名以上は看護職員であること。

(３) 当該病室に係る病室床面積は、患者１人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上

であること。

２ 届出に関する事項

特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20及び様式47を用い

ること。また、当該病棟の配置図及び平面図（面積等がわかるもの。）を添付すること。

第10 小児入院医療管理料
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１ 小児入院医療管理料に関する施設基準

(１) 小児入院医療管理料１、２、３又は４と小児入院医療管理料５の双方を算定することはで

きないものであること。

(２) 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する

常勤の医師のことをいう。

(３) 小児入院医療管理料において、少なくとも所定労働時間が週24時間程度の勤務を行ってい

る複数の小児科又は小児外科の医師を組み合わせることにより、当該保険医療機関における

常勤医師と同じ時間医師を配置する場合には、小児科の常勤の医師が配置されているものと

みなす。ただし、小児入院医療管理料１を算定する病棟において、小児科の常勤の医師が配

置されているものとみなすことができるのは、10名までに限る。

２ 小児入院医療管理料１、２、３及び４の施設基準

(１) 一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関である

こと。なお、小児入院医療管理料１、２及び３を算定しようとする保険医療機関であって、

他に一般病棟入院基本料を算定すべき病棟がない場合には、小児入院医療管理料を算定しよ

うとする病棟に関し、一般病棟入院基本料に係る届出を行うこと。

(２) 当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。

(３) 同一保険医療機関内に小児入院医療管理料１、２及び３を算定すべき病棟と、小児入院医

療管理料４を算定すべき病室を持つ病棟とは混在することができるものであること。

(４) 小児入院医療管理料１を算定しようとする保険医療機関では、以下に掲げる要件を全て満

たしていること。ただし、経過措置として、平成22年３月31日に現に小児入院医療管理料１

の届出を行っている保険医療機関については、平成22年９月30日までの間は、以下のイ及び

ウの要件は満たしているものとみなすものであること。

ア 新生児及び６歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間200件以上であること。

イ 区分番号Ａ３０１に掲げる特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０１－４」に掲げる

小児特定集中治療室管理料、区分番号Ａ３０２に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は

区分番号Ａ３０３の２に掲げる新生児集中治療室管理料の届出を行っていること。

ウ 年間の小児緊急入院患者数が800件以上であること。なお、小児緊急入院患者数とは、

次に掲げる患者数の合計をいう。

(イ) 救急搬送（特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除

く。）により緊急入院した15歳未満の患者数

(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必

要と認めた15歳未満の患者数

(ハ) 出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数

エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制

については、別添３の第１の１の(５)と同様であること。ただし、病院勤務医の負担の軽

減及び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。

(５) 小児入院医療管理料２を算定しようとする保険医療機関では、以下に掲げる要件を全て満

たしていること。

ア 入院を要する小児救急医療の提供を24時間365日行っていること。

イ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制
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については、別添３の第１の１の(５)と同様であること。

３ 小児入院医療管理料に係る加算の施設基準

(１) 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が１名以上常勤していること。

(２) 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、

当該病棟内（小児入院医療管理料５においては、主として小児が入院する病棟）にあること

が望ましい。

(３) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。

４ 届出に関する事項

小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式48から様式48の３までを

用いること。

小児入院医療管理料１又は２の施設基準のうち病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資す

る体制に係る届出は、別添７の様式13の２を用いること。また、毎年７４月において、前年度に

おける病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添７の様

式13の２を届け出ること。別添７の様式13の２については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の

改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標について

は、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等につ

いては、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を２年

間は保管すること。

第11 回復期リハビリテーション病棟入院料

１ 通則

(１) リハビリテーション科を標榜しており、病棟に専任の医師１名以上、専従の理学療法士２

名以上及び作業療法士１名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該入院

料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。

(１２) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、

(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は呼吸器リハビリテー

ション料(Ⅰ)の届出を行っていること。

(２３) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者１人に

つき、6.4平方メートル以上であること。

(３４) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。

(４５) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。

ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。

(５６) 別添６の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適

切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられているこ

と。

(６７) 当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価及び継続的な医学的処置の必要性に

ついては、別添６の別紙21及び別添６の別紙７の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評

価票におけるモニタリング及び処置等の項目（Ａ項目）（以下この項目において「看護必要

度評価票Ａ項目」という。）を用いて測定すること。また、当該日常生活機能評価表及び看

護必要度評価票Ａ項目の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内
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研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの（修了証が交付されているもの）若しくは評

価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。

ア 日常生活機能評価を測定する場合

(イ)ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること（１日程度）

(ロ)イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

①(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価表の構成と評価方法

②(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法

イ 看護必要度評価票Ａ項目を測定する場合

(イ) 国及び医療関係団体等が主催する研修であること（１日程度）

(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

① 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法

② 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法

(７８) 毎年７月において、１年間（前年７月から６月までの間。）に当該入院料を算定する病

棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添７の様式49の４により地方厚生

（支）局長に報告を行うこと。

(８９) 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する１日当たりリハビリテーション

提供単位数は平均２単位以上であること。なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して

算出するものであること。

ア 直近１か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院する回復期リハビリテーションを

要する状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下

同じ。)に対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテ

ーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数

イ 直近１か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院していた回復期リハビリテーショ

ンを要する状態の患者の延入院日数

(９) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外

の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する

患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割

合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ア 直近６か月間に退院した患者数（第２部通則５に規定する入院期間が通算される再入院

患者及び死亡退院した患者を除く。）のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患

者数

イ 直近６か月間に退院した患者数（第２部通則５に規定する入院期間が通算される再入院

患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、

他の保険医療機関（当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。）での治療が必要

になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状

詳記の一覧を、届出の際に別途添付の上提出すること。）

(10) 平成22年３月31日に現に回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟で

あって、平成22年４月１日以降に新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っ

ていないものについては、平成22年９月30日までの間は、なお従前の例による。

２ 回復期リハビリテーション病棟入院料１の施設基準
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(１) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師１名以上、専従の理学療法

士３名以上、作業療法士２名以上、言語聴覚士１名以上及び在宅復帰支援を担当する専任の

社会福祉士等１名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出

を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。

(２１) 当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料１を算定する場合、重症の患者（別添

６の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上の患者をいう。以下この項において同

じ。）が新規入院患者のうち３２割以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数

をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ア 直近６か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者（第２部通則

５に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。）のうちの重症の患者数

イ 直近６か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数（第２部通

則５に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。）

(３) 当該病棟に入院する全ての患者の状態を別添６の別紙７の看護必要度評価票Ａ項目を用い

て測定し、その結果、当該病棟へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者（別添６の別

紙７による測定の結果、看護必要度評価票Ａ項目の得点が１点以上の患者をいう。）の割合

が１割５分以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して

算出するものであること。

ア 直近６か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数（第２部通

則５に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。）のうちの当該基準を満たす

患者数

イ 直近６か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数（第２通則

５に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。）

(２) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外

へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者の

ことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、

次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ア 直近６か月間に退院した患者数（第２部通則５に規定する入院期間が通算される再入院

患者及び死亡退院した患者を除く。）のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患

者数

イ 直近６か月間に退院した患者数（第２部通則５に規定する入院期間が通算される再入院

患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、

他の保険医療機関（当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。）での治療が必要

になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状

詳記の一覧を、届出の際に別途添付の上提出すること。）

３ 注２に規定する重症患者回復病棟加算の施設基準

(４) 直近６か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの（第

２部通則５に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。）のうち、３割以上の患

者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で４３点以上改善していること。

(５) 毎年７月において、１年間（前年７月から６月までの間）に当該入院料を算定する病棟に

入院していた患者の看護必要度Ａ項目の得点について、別添７の様式49の４により地方厚生
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（支）局長に報告を行うこと。

３ 回復期リハビリテーション病棟入院料２及び３の施設基準

(１) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師１名以上、専従の理学療法

士２名以上及び作業療法士１名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該

入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。

(２) 回復期リハビリテーション病棟入院料２を算定しようとする病棟では、以下に掲げる要件

を全て満たしていること。

ア 重症の患者が新規入院患者のうち２割以上であること。

イ 直近６か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの

（第２部通則５に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。）のうち、３割以

上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で３点以上改善しているこ

と。

４ 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準

(１) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で

きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医

療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとる

こととするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の１日当たりリハ

ビリテーション提供単位数も平均２単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差

がないような体制とすること。

(２) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち１名以

上がいずれの日においても配置されていること。

(３) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日にお

いてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。

５ リハビリテーション充実加算の施設基準

回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する１日当たりのリハビリテーション提供

単位数は平均６単位以上であること。計算式は第11の１の(９)に示した式を用いること。

６ 届出に関する事項

回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９、様

式20、様式49から様式49の６までを用いること。

第12 亜急性期入院医療管理料

１ 亜急性期入院医療管理料の施設基準通則

(１) 同一の保険医療機関において、亜急性期入院医療管理料１及び亜急性期入院医療管理料２

の届出を行うことはできないこと。

(１２) 当該病室に係る病室床面積は、患者１人につき内法による測定で、6.4平方メートル以

上であること。

(２) 当該病室を有する病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入

院患者の数が13又はその端数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、

１日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟

における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、２以上であること。また、
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看護職員の最小必要数の７割以上が看護師であること。

なお、注２の届出を行う場合にあっては、該病室を有する病棟において、１日に看護を行

う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに１以上で

あること。ただし、当該病棟において、１日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相

当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定に

かかわらず、２以上であること。また、看護職員の最小必要数の４割が看護師であること。

(３) 当該保険医療機関内において、専任の在宅復帰支援を担当する者が１名以上配置されてい

ること。当該担当者は、在宅復帰支援以外の業務は行えないが、当該病室に入院している患者

以外の患者に対し、在宅復帰支援を行うことは差し支えない。なお、当該在宅復帰支援を担当

する者は、区分番号Ａ２３８に掲げる慢性期病棟等退院調整加算、区分番号Ａ２３８－２に掲

げる急性期病棟等退院調整加算又は区分番号Ａ２３８－３に掲げる新生児特定集中治療室退院

調整加算に規定する退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の

社会福祉士を兼ねることができる。

(４) 診療記録を適切に管理する体制がとられている保険医療機関とは、診療録管理体制加算を

算定している保険医療機関であること。

(５) 当該病室における直近１か月間（当該管理料の算定開始後３月目以降は、直近３か月間）

の退院患者のうち６割以上が他の保険医療機関へ転院した者等以外の者であること。なお、

他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該管理料に係る病室以外へ

転室した患者及び他の保険医療機関へ転院した患者をいうこと。

(６) 亜急性期入院医療管理料を算定する病室として届け出可能な病床数は、当該保険医療機関

の有する一般病床の数の３割（ただし、一般病床の数が200床を超える病院にあっては40床、

一般病床の数が100床以下の病院にあっては30床）以下とする。

なお、亜急性期入院医療管理料の注２の届出を行うことができる保険医療機関であって、

別添２「入院基本料等の施設基準」第５の６の規定により看護配置の異なる各病棟ごとに一

般病棟入院基本料を算定しているものについては、各病棟ごとに、亜急性期入院医療管理料

の注１の届出又は注２の届出を選択して行うことが可能であるが、届出可能な病床数は、注

１の届出に係る病床と注２の届出に係る病床を合わせて当該保険医療機関の有する一般病床

の数の３割（一般病床の数が200床を超える病院にあっては40床、一般病床の数が100床以下

の病院にあっては30床）以下とする。

２ 亜急性期入院医療管理料１の施設基準

(１) 亜急性期入院医療管理料１を算定する病室として届け出可能な病床数は、当該保険医療機

関の有する一般病床の数の１割（一般病床の数が400床を超える病院にあっては40床、一般

病床の数が 100床未満の病院にあっては10床）以下とする。

ただし、回復期のリハビリテーションを必要とする患者であって、主たる疾患あるいは合

併症に対して継続してリハビリテーション以外の医療が必要な患者、中心静脈栄養を行って

いる患者、重度の認知症の患者、気管切開を有する患者（以下「合併症を有する患者」とい

う）の割合が回復期のリハビリテーションを必要とする患者の１割以上である場合について

は、一般病床の数の３割（一般病床の数が200床を超える病院の場合は60床、一般病床の数

が100床未満の病院にあっては30床）までとすることができる。なお、患者数の割合につい
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ては以下のアをイで除して算出すること。

ア 直近３か月間に亜急性期入院医療管理料１を算定する病室に入室した回復期のリハビリ

テーションを必要とし合併症を有する患者の数

イ 直近３か月間に亜急性期入院医療管理料１を算定する病室に入室した回復期のリハビリ

テーションを必要とする患者の数

３ 亜急性期入院医療管理料２の施設基準

(１) 亜急性期入院医療管理料２を算定する病室については、当該病室に入院する患者のうち、

他の保険医療機関から転院してきた患者、当該保険医療機関の他の病棟から転棟してきた患

者又は当該病棟の他の病床から転床してきた患者であって、転院前、転棟前又は転床前の保

険医療機関において区分番号Ａ１００に掲げる一般病棟入院基本料（７対１入院基本料及び

10対１入院基本料に限る。）、区分番号Ａ１０４に掲げる特定機能病院入院基本料（一般病

棟に限る。）、区分番号Ａ１０５に掲げる専門病院入院基本料（７対１入院基本料及び10対

１入院基本料に限る。）、区分番号Ａ２００に掲げる総合入院体制加算、区分番号Ａ３００

に掲げる救命救急入院料、区分番号Ａ３０１に掲げる特定集中治療室管理料、区分番号Ａ３

０１－２に掲げるハイケアユニット入院医療管理料又は区分番号Ａ３０１－３に掲げる脳卒

中ケアユニット入院医療管理料のいずれかを算定し、当該病室に入院した時点でこれらを算

定するに至った負傷又は疾病に対して急性期治療が提供された日から起算して３週間が経過

していない者（以下「急性期治療を経過した患者」という。）の数が３分の２以上であるこ

と。

(２) 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の３割（一般病床の数が10

0床未満の病院にあっては30床）以下であること。ただし、当該病室において、急性期治療

を経過した患者のうち、他の保険医療機関から転院してきた患者の割合が１割以上である場

合は、５割（一般病床の数が100床未満の病院にあっては50床）以下であること。

２４ リハビリテーション提供体制加算の施設基準

注３２の加算を算定する場合病室においては、当該病室に入院し、亜急性期入院医療管理料２

を算定するリハビリテーションを行う患者に対する心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾

患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション又はがん患者

リハビリテーション（以下、この項において「リハビリテーション」という）を１人１週間あた

り平均16単位以上行っていること。なお、１人１週間あたりの平均単位数については、以下に示

すアをイで除した数に７を乗じて得た数により計算するものとする。

ア 直近３か月間に亜急性期入院医療管理料２を算定した患者する病床に入室する患者に対し

提供されたリハビリテーションの総単位数

イ 直近３か月間に当該亜急性期入院医療管理料２を算定したする病床において一度でもリハ

ビリテーションを提供された患者の延入院日数

３５ 届出に関する事項

亜急性期入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20、様式50から様式

50の３６までを用いること。

第13 特殊疾患病棟入院料

１ 特殊疾患病棟入院料に関する施設基準
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(１) 特殊疾患病棟入院料１又は２の施設基準

ア 当該病棟に専任の医師が常勤していること。

イ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時２人以上配置さ

れており、そのうち１名以上は看護職員であること。

ウ 当該病棟に係る病棟床面積は、患者１人につき内法による測定で、16平方メートル以上

であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、

浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入して

も差し支えない。

(２) 特殊疾患病棟入院料１の施設基準

当該病棟の入院患者数の概ね８割以上が、脊髄損傷等の重度障害者（平成20年10月１日以

降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。）、重度の意識障害者、筋ジストロ

フィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものを

いうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識

障害者となる。

ア 意識障害レベルがＪＣＳ(Japan Coma Scale)でⅡ－３（又は30）以上又はＧＣＳ（Glas

gow Coma Scale）で８点以下の状態が２週以上持続している患者

イ 無動症の患者（閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等）

(３) 特殊疾患病棟入院料２の施設基準

次のいずれかの基準を満たしていること。

ア 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟

(イ) 児童福祉法第43条の３に規定する肢体不自由児施設

(ロ) 児童福祉法第43条の４に規定する重症心身障害児施設

(ハ) 児童福祉法第７条第６項に規定する国立高度専門医療研究センター

(ニ) 児童福祉法第７条第６項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関

であって厚生労働大臣の指定する医療機関

イ 当該病棟の入院患者数の概ね８割以上が、重度の肢体不自由児（者）（日常生活自立度

のランクＢ以上に限る。）等の重度の障害者（ただし、(２)に掲げる脊髄損傷等の重度障

害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者

(平成20年10月１日以降に限る。)を除く。）であること。

２ 届出に関する事項

特殊疾患病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20、様式24の２及び様式

51を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図（面積等のわかるもの。）を添付すること。

第14 緩和ケア病棟入院料

１ 緩和ケア病棟入院料に関する施設基準等

(１) 主として悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケ

アを行う病棟を単位として行うこと。

(２) 夜間において、看護師が複数配置されていること。

(３) 当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。

(４) 当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が１名以上配置されていること。なお、複数
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の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとに１名以上の常勤医師が配置さ

れていること。

(５) (４)に掲げる医師は以下のいずれかの研修を修了している者であること。ただし、経過措

置として、平成22年３月31日に現に緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟につい

ては、平成23年３月31日までの間は、研修要件については満たしているものとみなすもので

あること。また、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には

下記研修を修了していなくてもよい。

ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針（平成20年４月１日付け健発

第0401016号厚生労働省健康局長通知）に準拠した緩和ケア研修会

イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会（国立がん研究センター主催）等

(６) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者１人につき内法による測定で、30平方メートル以上で

あり、病室床面積は、患者１人につき内法による測定で、８平方メートル以上であること。

(７) 当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室

を備えていること。

(８) 当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が５

割以下であること。

(９) 入退棟に関する基準が作成され、医師、看護師等により当該病棟の患者の入退棟の判定が

行われていること。

(10) 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われて

いること。

(11) がん診療連携の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成20

年３月１日健発第0301001号）に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けた病院をいう。

また、がん診療連携の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医

療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中

核的な役割を担うと認めた病院又は下記に掲げる公益財団法人日本医療機能評価機構が定め

る付加機能評価（緩和ケア機能）と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院を

いう。

ア 緩和ケア病棟の運営方針と地域における役割を明確化

イ 緩和ケアに必要な体制の確立

ウ 緩和ケア病棟の機能の発揮

エ 緩和ケア病棟における質改善に向けた取り組み

オ 緩和ケア病棟におけるケアのプロセス

カ 緩和ケアを支えるための病院の基本的な機能

がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的

な役割を担うと認めた病院をいう。

２ 届出に関する事項

緩和ケア病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20及び様式52を用いるこ

と。また、当該病棟の配置図及び平面図（面積等がわかるもの。）を添付すること。

第15 精神科救急入院料
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１ 精神科救急入院料に関する施設基準等

(１) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の

入院患者を入院させていないこと。

(２) 当該病院には、精神保健指定医が５名以上常勤していること。

(３) 当該病院に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の

10対１入院基本料、13対１入院基本料、15対１入院基本料、18対１入院基本料若しくは20対

１入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならないこと。

(４) 当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

(５) 当該各病棟に２名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。

(６) 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時２名以上配置されて

いること。

(７) 当該病棟の病床数は、１看護単位当たり60床以下であること。

(８) 当該病棟の病床のうち、隔離室を含む個室が半数以上を占めていること。

(９) 必要な検査及びＣＴ撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にあること。ただし、Ｃ

Ｔ撮影については、他の保険医療機関との連携により速やかに実施できる体制が整備されて

いれば足りるものとする。

(10) １月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、４割以上が新規患

者の延べ入院日数である。

(11) 精神科救急医療体制システム整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的

には、以下のア及びイのいずれをも満たしていること。

ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における

診療（電話再診を除く。）件数が年間200件以上、又は次の地域における人口万対2.5件以

上であること。

(イ) 当該保険医療機関の所在地の都道府県（政令市の区域を含むものとする。）

(ロ) １精神科救急医療圏と１基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合

（例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院とな

る。）は、当該圏域

イ 全ての入院形式の患者受け入れが可能であること。

(12) 当該病棟の年間の新規患者のうち６割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応

急入院、鑑定入院及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関

する法律（平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。）第42条第１項第１号又は

第61条第１項第１号に規定する同法による入院（以下「医療観察法入院」という。）のいず

れかに係るものであること。

(13) 以下の地域における１年間（当該保険医療機関が精神科救急入院料に係る届出を行う前年

度１年間とする。）における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者のう

ち、原則として４分の１以上、又は30件以上の患者を当該病棟において受け入れていること。

ア 当該保険医療機関の所在地の都道府県（政令市の区域を含むものとする。）

イ １精神科救急医療圏と１基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合（例え

ば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。）は、当該
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圏域

(14) 精神科救急入院料１の施設基準

措置入院患者、医療観察法第34条第１項若しくは第60条第１項に規定する鑑定入院の命令

を受けた者又は第37条第５項若しくは第62条第２項に規定する鑑定入院の決定を受けた者

（以下「鑑定入院患者」という。）及び医療観察法入院の決定を受けた者（以下「医療観察

法入院患者」という。）を除いた新規入院患者のうち６割以上が入院日から起算して３月以

内に退院し、在宅へ移行すること。「在宅へ移行する」とは、患家又は障害者自立支援法

（平成17年法律第123号）に規定する障害福祉サービスを行う施設若しくは福祉ホーム又は

同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神

障害者社会復帰施設（以下「精神障害者施設」という。）へ移行することである。

(15) 精神科救急入院料２の施設基準

措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規入院患者のうち４割以

上が入院日から起算して３月以内に退院し、在宅へ移行すること。

２ 届出に関する事項

精神科救急入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９、様式20（精神保健指定

医については、備考欄に指定番号を記載すること。）、様式53及び様式54を用いること。また、

当該病棟の配置図（隔離室の位置がわかるもの。）を添付すること。

第16 精神科急性期治療病棟入院料

１ 精神科急性期治療病棟入院料に関する施設基準等

(１) 同一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料１を算定すべき病棟と精神科急性期治

療病棟入院料２を算定すべき病棟が混在することはできない。

(２) 精神科急性期治療病棟入院料１又は２の施設基準

ア 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上

の入院患者を入院させていない。

イ 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時２人以上配置され

ており、そのうち１人以上は看護師である。

ウ 当該病院に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料

の10対１入院基本料、13対１入院基本料、15対１入院基本料、18対１入院基本料若しくは

20対１入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならない。

エ 当該各病棟に精神保健指定医である医師及び精神保健福祉士又は臨床心理技術者が常勤

している。

オ 当該病院が精神科救急医療システムに参加していること。

カ 当該病棟の病床数は、当該病院の精神病床数が300床以下の場合には60床以下であり、

当該病院の精神病床数が300床を超える場合にはその２割以下である。

キ 当該病棟の病床数は、１看護単位当たり60床以下である。

ク 当該病棟に隔離室がある。

ケ １月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、４割以上が新規

患者の延べ入院日数である。

コ 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規患者のうち４割以上
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が入院日から起算して３月以内に退院し、在宅へ移行すること。在宅へ移行するとは、患

家又は精神障害者施設へ移行することである。

２ 届出に関する事項

精神科急性期治療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20（精神保健指

定医については、備考欄に指定番号を記載すること。）及び様式53を用いること。また、当該病

棟の配置図（隔離室の位置がわかるもの。）を添付すること。

第16の２ 精神科救急・合併症入院料

１ 精神科救急・合併症入院料に関する施設基準等

(１) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上

の入院患者を入院させていないこと。

(２) 当該保険医療機関内に、精神科医師が５名以上常勤していること。

(３) 当該保険医療機関内に当該入院料を算定する病棟以外の他の精神病棟が存在する場合は、

当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の10対１入院基本料、13対１入院基本料、15対１

入院基本料、18対１入院基本料若しくは20対１入院基本料又は特定入院料を算定している病

棟でなければならない。

(４) 当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

(５) 当該各病棟に２名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。

(６) 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時２人以上配置されて

いること。

(７) 当該病棟の病床数は、１看護単位当たり60床以下であること。

(８) 当該病棟に以下に定める合併症ユニットを有しており、当該病棟の病床のうち、隔離室を

含む個室が半数以上を占める。なお、合併症ユニットの病床は個室として算入することがで

きる。

ア 当該病棟の治療室単位であり、当該病棟の病床数の２割以上であること。

イ 当該治療室に入院する患者は、常時８割以上が下記の身体疾患を持つ精神障害者である

こと。

(イ) 呼吸器系疾患（肺炎、喘息発作、肺気腫）

(ロ) 心疾患（New York Heart Associationの心機能分類のⅢ度、Ⅳ度相当の心不全、虚

血性心疾患、モニター監視を必要とする不整脈）

(ハ) 手術又は直達・介達牽引を要する骨折

(ニ) 重篤な内分泌・代謝性疾患（インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要す

る内分泌疾患、肝硬変に伴う高アンモニア血症）

(ホ) 重篤な栄養障害（Body Mass Index 13未満の摂食障害）

(ヘ) 意識障害（急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせ

ん妄等）

(ト) 全身感染症（結核、後天性免疫不全症候群、梅毒１期、２期、敗血症）

(チ) 急性腹症（消化管出血、イレウス等）

(リ) 悪性症候群、横紋筋融解症
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(ヌ) 広範囲（半肢以上）熱傷

(ル) 手術、化学療法又は放射線療法を要する悪性腫瘍

(ヲ) 人工透析中又は腎不全で透析導入を要する状態

(ワ) 手術室での手術を必要とする状態

(カ) 合併症妊娠・出産

(ヨ) 膠原病（専門医による管理を必要とする状態）

ウ 身体合併症管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該病棟内に常時備えて

いること。

(イ) 救急蘇生装置

(ロ) 除細動器

(ハ) 心電計

(ニ) 呼吸循環監視装置

(９) 必要な検査及びＣＴ撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にある。

(10) １月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、４割以上が新規患

者の延べ入院日数である。

(11) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者を除いた新規入院患者のうち４割以上

が入院日から起算して３月以内に退院し、在宅へ移行すること。「在宅へ移行する」とは、

患家又は障害者自立支援法（平成17年法律第123号）に規定する障害福祉サービスを行う施

設若しくは福祉ホーム又は同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすること

ができることとされた精神障害者社会復帰施設（以下「精神障害者施設」という。）へ移行

することである。

(12) 精神科救急医療体制システム整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的

には、常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜におけ

る診療（電話再診を除く。）件数が年間200件以上、又は次の地域における人口万対2.5件以

上であること。

ア 当該保険医療機関の所在地の都道府県（政令市の区域を含むものとする。）

イ １精神科救急医療圏と１基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合（例え

ば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。）は、当該

圏域

(13) 当該病棟の年間の新規患者のうち６割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応

急入院、鑑定入院、医療観察法入院及び合併症ユニットへ入院する身体疾患を有する精神障

害者のいずれかに係るものであること。

(14) 以下の地域における１年間（当該保険医療機関が精神科救急・合併症入院料に係る届出を

行う前年度１年間とする。）における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院

患者のうち、原則として４分の１以上、又は30件以上の患者を当該病棟において受け入れて

いること

ア 当該保険医療機関の所在地の都道府県（政令市の区域を含むものとする。）

イ １精神科救急医療圏と１基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合（例え

ば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。）は、当該

圏域
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２ 届出に関する事項

精神科救急・合併症入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20（精神保健指定

医については、備考欄に指定番号を記載すること。）、様式53及び様式55を用いること。また、

当該病棟の配置図（合併症ユニット及び隔離室の位置がわかるもの。）を添付すること。

第16の３ 児童・思春期精神科入院医療管理料

１ 児童・思春期精神科入院医療管理料に関する施設基準

(１) 精神科を標榜する病院において精神病棟又は治療室を単位とすること。

(２) 当該病棟又は治療室における直近１か月間の入院患者数の概ね８割以上が、20歳未満の精

神疾患を有する患者（精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者並びに知的障害の

患者を除く。）であること。

(３) 当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤の医師が

２名以上配置されており、うち１名は精神保健指定医であること。

(４) 当該病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の臨床心理技術者がそれぞれ

１名以上配置されていること。

(５) 病院内に学習室が設けられていること。

(６) 当該治療室の病床は30床以下であり、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、便所、学

習室が、当該病棟の他の治療室とは別に設置されていること。

２ 届出に関する事項

児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９及び様式57を用

いること。また、学習室が設けられていることが確認できる当該施設の平面図を添付すること。

第17 精神療養病棟入院料

１ 精神療養病棟入院料の施設基準等

(１) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の

入院患者を入院させていないこと。

(２) 当該病棟に精神保健指定医である常勤の医師及び常勤の作業療法士又は作業療法の経験を

有する常勤の看護職員が配置されていること。

なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技

能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。

(３) 当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時２人以上配置さ

れており、そのうち１名以上は看護職員であること。

(４) 当該病院には、精神保健福祉士又は臨床心理技術者が常勤していること。

(５) 当該病棟の病床数は、１看護単位当たり60床以下であること。

(６) 当該病棟に係る病室の病床数は、１病室につき６床以下であること。

(７) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者１人につき内法による測定で18平方メートル以上であ

り、病室床面積は、患者１人につき内法による測定で、5.8平方メートル以上であること。

なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、食堂、談話室、面会室、浴

室、廊下、ナースステーション及び便所等の面積を算入しても差し支えない。

(８) 当該病棟に、当該病棟の入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室（又はシ
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ャワー室）及び公衆電話が設けられている。ただし、談話室、食堂、面会室については兼用

であっても差し支えない。

(９) 当該病棟に鉄格子がないこと。ただし、既存の病棟については、届出後１年間の経過措置

を認める。

(10) 当該病院に、専用の作業療法室又は生活機能回復訓練室を有していること。

(11) 病棟における患者の金銭管理が適切に行われていること。

２ 重症者加算１の施設基準

当該病棟を有する保険医療機関が以下のいずれかの要件を満たすこと。ただし、平成25年３月

31日までは以下の要件を満たしているものとみなす。

(１) 精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、

地域搬送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設であること。

(２) 精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、

ア又はイのいずれかに該当すること。

ア 時間外、休日又は深夜における入院件数が年４件以上。そのうち１件以上は、精神科

救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、救命救急セ

ンター、一般医療機関、都道府県（政令市の地域を含むものとする。以下本区分番号に

おいて同じ。）、市町村、保健所、警察、消防（救急車）等からの依頼であること。

イ 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科

救急情報センター（精神科救急医療体制整備事業）、救急医療情報センター、救命救急

センター、一般医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防（救急車）等からの

依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

(３) 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行って

いること。具体的にはア又はイのいずれかに該当すること。

ア 時間外、休日又は深夜における外来対応施設（自治体等の夜間・休日急患センター

等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等）での外来

診療又は救急医療機関への診療協力（外来、当直又は対診）を年６回以上行うこと。

（いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。）

イ 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務（措置診察等）について、

都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年１回以上行うこと。具体的には、都道府県

に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、①から⑤

のいずれかの診察あるいは業務を年１回以上行うこと。

① 措置入院及び緊急措置入院時の診察

② 医療保護入院および応急入院のための移送時の診察

③ 精神医療審査会における業務

④ 精神科病院への立ち入り検査での診察

⑤ その他都道府県の依頼による公務員としての業務

３ 退院調整加算の施設基準

当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士及び専従する１人の従事

者（看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は臨床心理技術者のうちいずれか１

名）が勤務し、退院支援計画の作成等の退院調整を行っていること。また、当該精神保健福祉士
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は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができ、退院支援部署と地域移行

推進室は同一でも良い。

４２ 届出に関する事項

精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９、様式20（精神保健指定医につ

いては指定番号を作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載するこ

と。）、及び様式24の２及び様式55の２を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図（面

積、並びに談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話の位置等がわかるもの。）を添付すること。

第18 削除

第19 認知症治療病棟入院料

１ 認知症治療病棟入院料の施設基準等

(１) 医療法第70条に規定する精神科を標榜している病院である保険医療機関であること。

(２) 同一保険医療機関内に認知症治療病棟入院料１を算定すべき病棟と認知症治療病棟入院料

２を算定すべき病棟が混在することはできない。

(３) 認知症治療病棟入院料１の施設基準

ア 当該保険医療機関内に、精神科医師及び認知症治療病棟に専従する作業療法士がそれぞ

れ１人以上勤務していること。

イ 当該病棟に勤務する看護職員の最小必要数の半数以上は、精神病棟に勤務した経験を有

する看護職員であること。

ウ 当該病棟に勤務する看護補助者の最小必要数の半数以上は、精神病棟に勤務した経験を

有する看護補助者であること。

エ 当該保険医療機関内に、専従する精神保健福祉士又は専従する臨床心理技術者がいずれ

か１人以上勤務していること。

オ 当該病棟における１看護単位は、概ね40～60床を上限とすること。

カ 当該病棟の患者１人当たりの面積は、18平方メートル（管理部分を除く。）を標準とす

ること。ただし、平成20年３月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料２を算定している病棟

から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、16平方メートル（治療室、機能訓練室、浴室、

廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を含む。）であっ

ても、認めることとする。

キ 認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしいデイルーム等の共有空間がある等高齢者の

行動しやすい廊下を有していること。

ク 認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ60平方メートル以上の専用の生活機

能回復訓練室（平成20年３月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料２を算定している病棟か

ら当該病棟へ移行した場合は、当分の間、代用的に生活機能回復訓練等が行える場所（デ

イルーム等））を有し、当該病棟に入院しているすべての患者に対して、次に掲げる生活

機能回復訓練等を行うこと。

(イ) 医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師、精神保健福祉士の従事者により、精

神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練及

び指導を集中的に行う。
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(ロ) 医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基

づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期

的にその評価を行う等計画的な治療を行う。

(ハ) 生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者１人当

たり１日４時間、週５回行う。

(４) 認知症治療病棟入院料２の施設基準

ア (３)のイからエまでを満たしている。

イ 当該保険医療機関内に、精神科医師及び認知症治療病棟に専従する作業療法士がそれぞ

れ１名以上勤務している。ただし、認知症患者の作業療法の経験を有する看護師が１人以

上勤務する認知症治療病棟にあっては、作業療法士が週１回以上当該病棟において患者の

作業療法についての評価を行う場合には、当分の間、作業療法士が１人以上勤務している

こととみなす。なお、作業療法の経験を有する看護師とは、専門機関等が主催する認知症

指導に関する所定の研修を修了した者である。この場合、当該看護師は当該入院料を算定

する際の看護師の員数には算入しない。

ウ 当該病棟における１看護単位は、概ね60床を上限とする。

エ 当該病棟の患者１人当たりの面積は、18平方メートル（管理部分を除く。）以上とする。

ただし、平成20年３月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料２を算定している病棟から当該

病棟へ移行した場合は、当分の間、16平方メートル（治療室、機能訓練室、浴室、廊下、

デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を含む。）であっても、

認めることとする。

オ 認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ60平方メートル以上の専用の生活機

能回復訓練室（平成20年３月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料２を算定している病棟か

ら当該病棟へ移行した場合は、当分の間、代用的に生活機能回復訓練等が行える場所（デ

イルーム等））を有し、当該病棟に入院しているすべての患者に対して、次に掲げる生活

機能回復機能訓練等を行うこと。

(イ) 医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師又は精神保健福祉士の従事者により、

精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練

及び指導を集中的に行う。

(ロ) 医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基

づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期

的にその評価を行う等計画的な治療を行う。

(ハ) 生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者１人当

たり１日４時間、週５回行う。

(５) 退院調整加算の施設基準

当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、、専従の精神保健福祉士及び専従する１人

の従事者（看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又はの臨床心理技術者のうち

いずれか１名）が勤務しており、退院支援計画の作成等の退院調整を行っていること。また、

当該専従精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することがで

き、退院支援部署と地域移行推進室は同一でも良い。

(６) 夜間対応加算の施設基準
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認知症治療病棟入院料１、認知症治療病棟入院料２のいずれの場合も、夜勤を行う看護要

員が３名以上の場合に算定できる。

２ 届出に関する事項

認知症治療病棟入院料に係る施設基準の届出は、別添７の様式９、様式20及び様式56を用いる

こと。また、当該病棟の配置図及び平面図を添付すること。

第20 特定一般病棟入院料

１ 特定一般病棟入院料の施設基準等

(１) 医療提供体制の確保の状況に鑑み、別紙２に定められた地域に所在する保険医療機関のう

ち、１病棟（一般病棟に限る。）で構成される病院である保険医療機関であること。

(２) 特定一般病棟入院料１の施設基準

当該病室を有する病棟において、常時13対１以上の看護配置（当該病棟における看護職員

の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに１以上であること）

よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、２以上であること。

(３) 特定一般病棟入院料２の施設基準

当該病室を有する病棟において、常時15対１以上の看護配置（当該病棟における看護職員

の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに１以上であること）

よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、２以上であること。

(４) 亜急性期入院医療管理を行う病室の施設基準等

ア 当該病室を有する病棟において、常時15対１以上の看護配置（当該病棟における看護職

員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに１以上であるこ

と）よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、２以上であ

ること。

イ 当該病室に係る病室床面積は、患者１人につき内法による測定で、6.4平方メートル以

上であること。

ウ 当該保険医療機関内において、専任の在宅復帰支援を担当する者が１名以上配置されて

いること。当該担当者は、在宅復帰支援以外の業務は行えないが、当該病室に入院してい

る患者以外の患者に対し、在宅復帰支援を行うことは差し支えない。なお、当該在宅復帰

支援を担当する者は、区分番号Ａ２３８に掲げる退院調整加算又は区分番号Ａ２３８－３

に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算に規定する退院調整に係る業務に関する十分

な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士を兼ねることができる。

エ 診療記録を適切に管理する体制がとられている保険医療機関とは、診療録管理体制加算

を算定している保険医療機関であること。

オ 当該病室における直近１か月間（当該管理料の算定開始後３月目以降は、直近３か月

間）の退院患者のうち６割以上が他の保険医療機関へ転院した者等以外の者であること。

なお、他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該管理料に係る病

室以外へ転室した患者及び他の保険医療機関へ転院した患者をいうこと。

カ 亜急性期入院医療管理を行う病室として届出可能な病床数は30床以下とする。

(５) リハビリテーション提供体制加算の施設基準

注11の加算を算定する場合は、注９に規定する亜急性期入院医療管理に係る点数を算定す
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る患者に対する脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又はがん患者

リハビリテーションを１人１週間あたり平均16単位以上行っていること。なお、１人１週間

あたりの平均単位数については、以下に示すアをイで除した数に７を乗じて得た数により計

算するものとする。

ア 直近３か月間に注９に規定する亜急性期入院医療管理に係る点数を算定した患者に対し

提供された上記のリハビリテーションの総単位数

イ 直近３か月間に注９に規定する亜急性期入院医療管理に係る点数を算定した患者の延入

院日数

２ 届出に関する事項

特定一般病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添７の様式８、様式９及び様式57の２を用い

ること。また、注７又は注９に規定する亜急性期入院医療管理に係る病室の施設基準に係る届

出は、別添７の様式９、様式20、様式50から様式50の３までを用いること。
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別添５

短期滞在手術基本料の施設基準等

短期滞在手術基本料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。

１ 短期滞在手術基本料１に関する施設基準

(１) 術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、

当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。

(２) 看護師が常時患者４人に１人の割合で回復室に勤務していること。

(３) 当該保険医療機関が、退院後概ね３日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にある

こと。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について24時間緊

急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。

(４) 短期滞在手術基本料に係る手術が行われる日において、麻酔科医が勤務していること。

(５) 術前に患者に十分に説明し、別添６の別紙22を参考として同意を得ること。

２ 短期滞在手術基本料２に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関が、病院にあっては７対１入院基本料、10対１入院基本料、13対１入院基

本料、15対１入院基本料、18対１入院基本料又は20対１入院基本料のいずれかの基準を、有床

診療所にあっては有床診療所入院基本料１の基準を満たしていること。ただし、平成22年３月

31日現在において現に届出を行っている有床診療所については、(２)及び(３)の施設基準を満

たしている間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

(２) １の(３)及び(４)を満たしていること。

(３) 術前に患者に十分に説明し、別添６の別紙22を参考として同意を得ること。

３ 届出に関する事項

短期滞在手術基本料の施設基準に係る届出は、別添７の様式９及び様式58を用いること。



別添６

＜通則＞

医科診療報酬点数表に記載する診療等に要する書面等は別紙のとおりである。

なお、当該別紙は、参考として示しているものであり、示している事項が全て記載

されていれば、当該別紙と同じでなくても差し支えないものであること。

また、当該別紙の作成や保存等に当たっては、医師事務作業の負担軽減等の観点か

ら各保険医療機関において工夫されたいこと。

自筆の署名がある場合には印は不要であること。

※別紙9、11、15は欠番である。



別紙１

紹介先医療機関等名

担当医 科 殿

平成 年 月 日

紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号

医師氏名 印

患者氏名

患者住所 性別 男 ・ 女

電話番号

生年月日 明・大・昭・平 年 月 日（ 歳） 職業

傷病名

紹介目的

既往歴及び家族歴

症状経過及び検査結果

治療経過

現在の処方

備 考

備考 １．必要がある場合は続紙に記載して添付すること。

２．必要がある場合は画像診断のフィルム、検査の記録を添付すること。

３．紹介先が保険医療機関以外である場合は、紹介先医療機関等名の欄に紹介先保険

薬局、市町村、保健所名等を記入すること。かつ、患者住所及び電話番号を必ず記

入すること。


